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ストップマークについて 

横須賀市ＰＴＡ協議会 

 

子どもたちに、ここが交通安全に気を付ける箇所であることを注意喚起し、安全に通行してもらうために、道路に

貼る『ストップマーク』があります。これについて、今回まとめましたので、ご参考になさってください。 

 

添付資料の通り、『設置・維持管理』はＰＴＡになります。そのため設置や維持管理に不備があり、何か問題が発生し

た際には、ＰＴＡの責任になりますので、よく学校と話し合った上ご検討ください。 

 

１．ストップマークの設置決定までの流れについて  

  ※時期については過去の実施時期を参考にした目安 

 

 7～8月頃・・・教育委員会（教育指導課）→各小学校あて 

              通学路危険個所の報告依頼 

 8～9月頃・・・各小学校→教育委員会 

              危険個所の回答 

  12月頃・・・警察・道路管理者・教育委員会・学校（PTA）と現地にて危険個所の「通学路合同点検」を実施 

             →具体的な対策内容を決定 

 

  ●「通学路合同点検」でストップマークの設置が決定した場合 

    →ストップマークの設置 

 

２．ストップマークの設置決定後の流れ 

①ＰＴＡ→道路整備課  ストップマークの受取り（事前に日時を連絡） 

②道路整備課→ＰＴＡ  ストップマーク・接着材・手順書の配布 

③ＰＴＡ・・・・・・・ ストップマークの設置、写真撮影等 

④ＰＴＡ→道路整備課  台帳・設置写真・位置図等を提出 

 

３．ストップマークの設置後について 

 ・既設のストップマークに損傷がある場合は、道路整備課（tel 046-822-9954）に相談する。 

 ・２と同様の流れでスペアのストップマークと交換可能。 

 

※市販のストップマークなどを買って道路に勝手に貼るのは不可です。 

※本資料は、横須賀市 建設部道路整備課、教育委員会 教育指導課に確認の上作成しました。 

 

 

●添付資料 『ストップマーク設置について』（土木部道路建設係） 






